
学生の皆さま  保護者の皆さま 

 

  新学期が始まり、新入生の皆さんは、看護職という新たな目標に向かい、また 2年生以上の皆さんは、次の学

修ステップへと意欲を高めていた矢先、新型コロナウイルス感染症の拡大による様々な活動自粛要請により、不

安な日々を送られていることと思います。 

今般、過去に例のない事態が生じておりますが、教職員一同で対策を検討し、学生の皆さんの教育の機会を

確保してまいります。学生・保護者の皆さまにおかれましては、ご理解、ご協力の程、宜しくお願いいたします。 

 

 以下に現時点での予定・検討状況、並びに大学からのお願いごとについてご報告いたします。 

  

１．授業開始及び実施方法について 

    ・大学院、専攻科、看護学部の一部（保健師コース、ゼミの一部）については、既にオンライン授業を開始し

ておりますが、看護学部（上記を除く）については、5月 7日（木）から、学内における授業又はオンライン授

業（インターネット経由）を開始します。いずれの方法を採用するかについては、感染拡大状況を踏まえ、決

定次第お知らせいたします。なお、看護学部では、授業開始前にも教材等を活用した事前学修を計画して

います。 

・オンライン授業で実施する場合、ご自宅（又はアパート等）におけるインターネット環境が必須となります。

保護者の皆さまにおかれましては、可能でしたら、ご自宅等におけるインターネット環境整備（パソコン・スマ

ートフォン等におけるインターネット環境）へご協力いただければ幸いです。 

（参考：携帯各社において遠隔授業支援としてスマートフォン通信量の支援策が講じられています） 

なお、ご自宅等にインターネット環境がない学生さんに対しては、学内への立入を制限している期間（オン

ライン授業期間）であっても、教育機会の均等を図るため学内Wifiの利用許可を検討しております。 

    ・実習については、確実に実施できるよう、聖マリア病院と調整を行っております。開始時期等については 

    決定次第お知らせいたします。    

 

２．海外交流（海外実習・研修等）について 

    海外交流（実習・研修等）については、国内外の感染拡大状況を踏まえ、本年度は原則中止とする予定で

す。今年度に参加や履修を予定していた学生さんには、次年度以降、優先的に対応します。 

 

３．日常生活について 

    現在、福岡県に対しても緊急事態宣言が発出されています。緊急事態宣言の内容を踏まえ、将来看護職を 

目指す学生として、また、聖マリア学院大学生として、節度ある行動をお願いします。一人ひとりの行動が感染 

の早期終息、更にご自身や大切な人を守ることに繋がります。 

 

４．その他 

  上記の他、詳細の情報については、関係部署（教務課、学生課等）からメール（office365）等にて、随時お

知らせいたします。 

 

一刻も早く、この危機を乗り越え、学生の皆さんと共に、キャンパスで学べる環境になることをお祈りします。 

 

                                                                      令和 2年 4月 15日 

                                                            聖マリア学院大学 学長 井手 三郎 

 


